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修学旅行前の感染症予防について（依頼） 

 
 

平素より学校における感染症対策の推進にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、お子さんが楽しみにしている修学旅行まで 1か月を切りました。旅行中、子どもたちが健

康に過ごすためにも、家庭での健康管理の徹底をよろしくお願いいたします。 

 本校では現在、インフルエンザによる出席停止者が増加傾向にあります。インフルエンザと新型

コロナウイルス感染症は、発熱や咳、鼻水、のどの痛みなど、症状が似ています。ご家庭でもお子

様の健康状態に留意していただきますようご協力をお願いします。 

 修学旅行前にインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応については、以

下の通りとなっておりますので、ご確認ください。 

 また、感染した場合は下記の出席停止期間を参考に、療養してください。 

 

記 

 

1. 出席停止基準（学校保健安全施行規則より） 

 

（１）インフルエンザ：発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

（２）新型コロナウイルス感染症：発症した後５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過するまで 

 

２．出席停止基準を鑑みた修学旅行の対応について 

 

（１）感染症の拡大防止のため、12月 1日(月)以降、お子さんが発熱した場合は、医療機関を受診し、

インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症の検査を受けてくださいますよう、ご協力をお願

いします。 

（２）1２月５日（金）以降に感染が確認された場合は参加を見合わせる。 

※但し、発症日・解熱日・症状軽快した日によっては１２月５日（金）以前の感染であっても参

加できない場合があります。 

（３）出発当日、高熱や風邪症状等があった場合には、学校感染症に罹患している疑いがあると判断し、

本人の健康面、及び旅行団の集団感染を防ぐ観点から、修学旅行への参加を見合わせる。 

（４）その他の体調不良についても、校長、教頭、養護教諭、学年主任、学級担任で協議の上、本人の健

康・安全面に支障があると判断した場合には、参加を見合わせる。 

（５）旅行期間中に、病気やけが等が発生した場合は、医師の診断も参考にしながら、旅行継続の可否を

判断します。旅行継続が困難となった場合は、保護者に迎えに来てもらう場合もあります。 

※裏面の表も参考にしてください。 



①インフルエンザの場合：発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

※発症日・解熱日がいつかによって参加の可否が決まります。 

 12/4(木) 12/5(金) 12/6(土) 12/7(日) 12/8(月) 

荷物点検日 

12/9(火) 12/10(水) 

出発日 

12/11(木) 

Ａさん 

発症 

 

 解熱    

参加OK 

 

Ｂさん 

（※１） 

 発症   解熱   参加不可 

Ｃさん 

（※２） 

発症 

 

 

    解熱  参加不可 

 ※１ Bさんの場合…発症後５日を経過していないため、参加不可              

 ※２ Cさんの場合…解熱後２日を経過していないため、参加不可 

 

 

②新型コロナウイルス感染症の場合：発症した後５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過す

るまで 

※発症日・症状軽快した日がいつかによって参加の可否が決まります。 

 12/4(木) 12/5(金) 12/6(土) 12/7(日) 12/8(月) 

荷物点検日 

12/9(火) 12/10(水) 

出発日 

12/11(木) 

Ａさん 

発症 

 

 症状軽快    

参加OK 

 

Ｂさん 

(※１) 

 

 

発症   症状軽快   参加不可 

Ｃさん 

（※２） 

発症 

 

 

    症状軽快  参加不可 

※１ Bさんの場合…発症後５日を経過していないため、参加不可 

 ※２ Cさんの場合…症状軽快後１日を経過していないため、参加不可 

 

 

※修学旅行直前に感染症に罹患した生徒については、修学旅行に参加する場合、感染症予防の観点から、

旅行期間中はマスク着用をしてもらいます。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

この期間 出席停止 

この期間 出席停止 

この期間 出席停止 

 

この期間 出席停止 

 

この期間 出席停止 

 

この期間 出席停止 

 

※12/10(水)出発日 

※12/10(水)出発日 


